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分類 品目例 備考

信書便法に規制されるもの

■信書にあたるもの
書状、請求書の類 、会議招集通知の類 、許可書の類 、証明書の類 、ダイレクトメール・文書自体に受取人
が記載されている文書（商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言
が記載されている文章）

・名称、宛名等が記載される前の用紙であれば可。

警備業法により規制されているもの

■有価証券類
硬貨、紙幣、小切手、商品券、手形、株券、債券、証券、印紙、切手

■貴金属
金、銀、白金等

銃砲刀剣類所持等取締法により規制されるも
の

■銃砲、刀剣類、武器
けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品、刀剣類、武器類

消防法により規制されるもの
■化学薬品・化学製品（発火・引火・揮発性のある物品・原料）
灯油、シンナー、エーテル、ガソリン、アルコール等

・安全データシートの「適用法令」項目で、消防法に該当するとの記載があるものは不可
　ただし危険物第４類の動植物油（サラダ油・オリーブ油等）のみ取り扱い可能
・該当の物質が触れた可能性のある商品は取扱い不可
　（該当の物質が収納されていた使用済み空容器も不可）

高圧ガス保安法により規制されるもの
■ガスボンベ・カセットボンベ
ガスボンベや高圧ガス式の消火器等

・エアゾール缶やカセットボンベは新品は可
・使用済み空容器は不可

廃棄物処理法により規制されるもの ■産業廃棄物

法令等の他、他の荷物に損害を及ばすおそれ
のあるもの

■火薬類
花火、黒色火薬、無煙火薬、雷こう、爆薬、液体爆薬、火工品、雷管、実包及び空包、信管及び火管、導火線
等

■危険物類
爆発物、火薬類、花火、マッチ、ライター、引火性物品、使い捨てカイロ、スプレー缶、カセットコンロ用ガス、喘
息吸入器（スプレー付属の場合など）、香水・マニキュアなどのアルコール成分を含む化粧品

■毒物及び劇物類（毒物及び劇物取締役法に定義されているもの）

■腐食性物質
水銀、バッテリー、鉛電池等希硫酸を含むもの

■放射性物質
プルトニウム、ラジウム、ウラン、セシウム、トリウム等

■不衛生な物品
臭気を放つもの、伝染性のあるもの、使用済み医療機器（洗浄されていないもの）等

■毒物及び劇物類
・安全データーシートの「適用法令」項目で、毒物及び劇物取締役法に該当すると記載あるものは不可
・毒物及び劇物が触れた可能性のある商品は取扱い不可
　（毒劇物が収納されていた使用済み空容器も不可）

■腐食性物質
　・リチウムイオン電池、リチウムイオン電池を内蔵する製品、リチウムイオン蓄電池は、
　　以下の必須情報をお客様から取得しボックスチャーター社まで提供ください。
　　（宛先：bc_hinshitsu@jitbox.co.jp）
　　　　※関係各所に確認のうえ１週間を目安に取扱可否を判断します。
　　【必須情報】
　　　①SDS(安全データシート-JIS規定書式)
　　　②製品情報（カタログ等）
　　　③輸送区間
　　　④輸送物量
　　　⑤輸送時期
　　　⑥梱包状態
　　　⑦商品状態（電池に異常がある場合は取扱い不可）
　　　⑧充電残量（定格容量30％以下のみ取扱い可）
　　　⑨ワット時定格値（電圧V×定格容量Ah）
　　　⑩その他（必要都度）
　・例外として、正常に稼働し外装箱に収納された「スマホ、タブレット、PC」は、
　　上記確認なく取扱い可能とします。

■不衛生な物品
使用済み医療機器（洗浄されていないもの）については、協力会社や他の加盟会社に
配送委託しない場合は、実施可能。（自社運行でかつ集荷配達を自社で実施する場合は可）

再発行が困難又は再生不可能なもの

■記念品、書類、原稿、写真、設計図、原図、フィルム、データを記録したフロッピーディスク・磁気テープ・磁
気ディスク等、遺骨、位牌、仏壇等

■パスポート、車検書類、受験票等

■生き物
家畜、生動物、犬・ネコ・小鳥等のペット類

■植物

■カード類
クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード等

■記念品等
テープや位牌、仏壇等はメーカーから出荷される新品の商品の場合は可

■カード類
カード類については、カードメーカーから出荷され、データが入っていない物は可

客観的な価格設定が困難なもの
■美術品・骨董品及びこれに準ずるもの
絵画、彫刻、工芸、盆栽等、（剥製予定の生物の死骸も含む）

高額な取引きとなるもの

■稀金属類
イリジウム、タングステン等

■稀少品及び各その製品
貴金属、宝石、真珠、象牙、べっ甲、珊瑚等

■宝玉石及び各その製品
金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀等

その他、保険の対象外となるもの
■自動車（土木建設用自動車、自動二輪車を含む）、土木建設機械類
ランマー・ローラー・カッター・プレート等

・土木建設機械は輸送中のものか判断が難しいため、保険の対象外となり不可

輸送に耐えうる状態でないもの

■荷造りが不完全なもの

■ばら積貨物
大豆、小豆、トウモロコシの粒、砂利等袋等に入っていない状態のもの

JITBOXチャーター便の規程外のもの
■引越荷物（個人の家財）

■既定のボックスからはみ出るもの、重量制限を超えるもの

そ
の
他

その他公序良俗に反するもの

■麻薬類
薬物・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具

■公安・風俗を害する物品

■特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権等を侵害す
る物品
偽ブランド品、海賊版の物品等

分類 品目例 備考

法
令
関
係

個人情報保護法により規制されるもの

■複数の個人情報が内容物に含まれたもの
個人情報は、氏名、性別、生年月日、年齢、本籍、住所、住民票コード、固定・携帯電話の番号、勤務場所、
職業、収入、家族、写真、指紋、静脈パターン、虹彩、DNAの塩基配列等の生体情報、メールアドレス、コン
ピュータのIPアドレス・リモートホスト等の情報で、かつ個人を特定できる場合。

・セキュリティオプションを必須とすることで可（データの保証は無し）

そ
の
他

常温での運送が不可能なもの ■冷蔵品、冷凍品 ・クールオプションを必須とすることで可

法
令
関
係
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※本リストには、代表例を記載しております。リストに記載がないものが必ず配送できるわけではありませんので、判断に迷う場合は各社の事業担当者までお問い合わせください。

オプションをつけることで配送可能となるもの
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